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座間市中小企業産業振興支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、座間市補助金等の交付に関する規則（平成６年座間市規則第６号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、市内産業の振興を図るため、中小企業者等が行う事

業に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する者

をいう。 

(2) 創業事業 市内で創業し、法人化のために法人登記をする事業をいう。 

(3) 展示会等出展事業 製品や技術をＰＲする見本市や展示会その他これに類するものに出

展する事業（市が主催又は共催する事業を除く。）をいう。 

(4) 生産性向上設備導入事業 製造業（統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に

規定する統計基準である日本標準産業分類（以下「日本標準産業分類」という。）に規定す

る大分類Ｅに分類されている事業）を営む者が生産性が向上する機械装置、工具又は器具を

導入し、及び市内にある工場、事業所等に設置する事業をいう。 

(5) 店舗リニューアル等事業 小売業、飲食サービス業又は生活関連サービス業（日本標準

産業分類に規定する中分類５６から６０まで又は７６から７９までに分類されている事業）

を営む者が売上の増加、固定費の削減等による経営改善に資する事業をいう。 

(6) 空き店舗活用事業 市内の空き店舗（店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現

に営業していないもの）を新たに契約し、店舗又は事務所を開設し、継続的に運営する事業

をいう。 

(7) 経営アドバイザー派遣事業 創業又は経営革新に取り組むことを目的に公益財団法人神



奈川産業振興センターが実施する経営アドバイザー（専門家）派遣事業を利用する事業をい

う。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件を満たす者と

する。 

(1) 市内の中小企業者又は市内で中小企業者として創業しようとする者であること。ただし、

展示会等出展事業にあっては、座間市商工会（以下「商工会」という。）が市内の中小企業

者の販路開拓のために展示会等に出展する場合は、補助の対象とする。 

(2) 市内において、１年以上、事業を営んでいる者であること。ただし、創業事業、空き店

舗活用事業及び経営アドバイザー派遣事業の補助対象者については、この限りでない。 

(3) 商工会の会員であること。ただし、商工会の会員でない者であっても、補助の対象とな

る事業（以下「補助対象事業」という。）が完了した日から６箇月以内に商工会の会員にな

ることを条件に、補助の対象とする。 

(4) 市税の滞納がないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象とならない。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条に該当する事業を営む者 

(2) 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条に規定する大規模小売店舗を

設置する者及び大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者 

(3) 市外に本社又は本店を有するフランチャイズ店及びチェーンストア方式による事業形態

で事業を営む者 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、補助対象者が実施する創業事業、展示会等出展事業、生産性向上設備

導入事業、店舗リニューアル等事業、空き店舗活用事業及び経営アドバイザー派遣事業のうち、

商工会の推薦又は経営指導（以下「商工会の推薦等」という。）を受け、補助金の交付申請を

する年度内に当該申請した事業が完了するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、座間市企業等の新たな企業投資の促進のための支援措置に関する

条例（平成１７年座間市条例第１８号）第５条の２の規定に基づき企業投資奨励金の交付の対

象となる設備投資については補助の対象としない。 

（補助対象経費等） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表第１

のとおりとする。ただし、国、他の地方公共団体から補助金等の交付を受けて実施する事業の

補助対象経費は、当該補助金等の額を控除した額とする。 

２ 補助対象経費の基準は、別表第２のとおりとする。 

３ 前２項の規定により算出した補助額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨



てるものとする。 

（交付の要望） 

第６条 規則第５条第１項ただし書の規定により、補助金等交付要望書の提出を省略するものと

する。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、座間市中小企業産業

振興支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出する

ものとする。 

(1) 事業計画書（第２号様式） 

(2) 申請者が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の

写し 

(3) 商工会の推薦等を受けていることを証する書類 

(4) その他市長が必要とする書類 

２ 規則第７条第２項の規定により、同条第１項第２号の書類の添付は省略する。 

３ 第１項に規定する申請は、１の事業につき同一年度において１回を限度とする。ただし、店

舗リニューアル等事業は、１の申請者につき１回を限度とする。 

４ 生産性向上設備導入事業の補助対象者は、第１３条第１項第１号に規定する期間内において、

本補助金の交付の対象となった設備又は当該設備を基礎として改良若しくは更新を行う設備に

係る事業については、補助金の交付申請をすることができない。 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、当該申請に係る書類を審査し、補助金

の交付を決定したときは、その旨を座間市中小企業産業振興支援事業補助金交付決定通知書

（第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 申請者は、前項の規定による通知を受けてから当該申請に係る事業を開始するものとする。 

（事業計画の変更） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定を

受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは

廃止しようとするときは、あらかじめ座間市中小企業産業振興支援事業計画変更（中止）申請

書（第４号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、補

助事業の内容を変更しようとするときは、変更内容が確認できる書類を添付しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、その結果を座間市

中小企業産業振興支援事業計画変更（中止）通知書（第５号様式）により、補助事業者に通知

しなければならない。 

（実績報告） 



第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、座間市中小企業産業振興支援事業実績報

告書（第６号様式）に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 支払を証明する書類 

(2) 補助事業の実施を証明する書類 

(3) その他市長が必要とする書類 

（補助金等の額の確定） 

第１１条 規則第１９条による補助金の額の確定は、座間市中小企業産業振興支援事業補助金交

付額確定通知書（第７号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付するものとし、補助事業

者は、補助金の交付を受けようとするときは、座間市中小企業産業振興支援事業補助金請求書

（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

（状況報告） 

第１３条 生産性向上設備導入事業及び店舗リニューアル等事業の補助事業者は、原則として補

助事業が完了した日から次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間、

座間市中小企業産業振興支援事業補助金状況報告書（第９号様式）により、指定する期日まで

に市長に報告しなければならない。 

(1) 生産性向上設備導入事業 ３年間を上限とし、事業の達成を確認できるまでの期間 

(2) 店舗リニューアル等事業 ３年間 

（交付の決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助事業者が第２条第４号及び第５号の事業開始後３年未満で事業を廃止し、又は市外

へ移転する場合 

(4) 前３号に掲げるもののほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて、

補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、この限りではない。 

(1) 自然災害又は人為的な災害 

(2) その他市長が特にやむを得ないと認める場合 

２ 補助事業者が前条第３号に該当する場合に市長が命ずる補助金の返還は別表第３のとおりと



する。 

（財産の処分の制限） 

第１６条 規則第２４条ただし書の規定による市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数に相当する期間とする。 

（実施細目） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は公表の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第３９号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日告示第４８号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２６日告示第２４号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２５日告示第３２号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年７月２１日告示第１２１号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和７年３月３１日告示第７０号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月１２日告示第２５号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第５条関係） 

補助対象経費及び補助金額 

補助対象事業 補助対象経費 補助金額 

創業事業 ⑴ 登録免許税 

⑵ 次に掲げる費用 

 ア 内外装工事費 

 イ 事業用設備取得費 

 ウ 事業用物品取得費 

 エ 広告宣伝費 

⑴ 経費の全額とし、上限１５万円 

⑵ 経費の合計額の２分の１の額とし、

上限４０万円（座間市創業支援等事業計

画に基づく特定創業支援等事業を受けた

者は３分の２の額とし、上限６０万円） 

展示会等出展事業 展示会出展費 経費の全額とし、上限３０万円（ただ

し、商工会が取りまとめて申請するもの



については、１社につき３０万円） 

生産性向上設備導

入事業 

生産性向上設備取得費 経費の３分の２の額とし、上限４００万

円（最低補助経費額１００万円） 

店舗リニューアル

等事業 

内外装工事費 

事業用設備取得費 

広告宣伝費 

経費の２分の１（エネルギーの使用の合

理化及び非化石エネルギーへの転換等に

関する法律施行令（昭和５４年政令第２

６７号）第１８条に規定する機器を導入

する者の事業用設備取得費は３分の２）

の額とし、上限５０万円（最低補助経費

額２０万円） 

空き店舗活用事業 内外装工事費 

事業用設備取得費 

事業用物品取得費 

経費の２分の１（座間市創業支援等事業

計画に基づく特定創業支援等事業を受け

た者は３分の２）の額とし、上限５０万

円 

経営アドバイザー

派遣事業 

アドバイザー派遣費 経費の全額とし、上限１２万円 

別表第２（第５条関係） 

補助対象経費基準 

費用の名称 内容 

登録免許税 補助事業者が支払う登録免許税相当額。特定創業支援事業を受けた

者で減額措置の適用になった場合はその額 

内外装工事費 内外装工事や設備工事に要する費用 

事業用設備取得費 内外装工事と一体で設置し、建物据置と判断でき、及び簡単に持ち

運びができない備品又は機械装置の取得に要する費用 

広告宣伝費 チラシ、パンフレット等若しくはホームページの作成又は新聞折り

込みに要する費用 

事業用物品取得費 事務用品（コピー機、パソコン、印刷機等）で事業に必要不可欠な

物品の取得に要する費用。ただし、１件３万円（税抜）未満のもの



については消耗品とみなし補助対象外 

展示会出展費 ⑴ 主催者に支払う出展料や電気、照明、什器等の使用料又は広告

宣伝費のうち補助対象事業で出展する展示会で使用するために作成

したものに要する費用 

⑵ 展示物の輸送に要する費用 

生産性向上設備取得

費 

生産性の向上が認められる設備機器の取得及び設置に要する費用並

びに設備を使用できる状態にするためのシステム構築に要する費用 

アドバイザー派遣費 経営アドバイザー（専門家）派遣事業に要する費用 

備考 内外装工事費、事業用設備取得費、広告宣伝費及び事業用物品取得費は、市内の事業者

に発注すること又は市内の事業者から購入することを条件とする。 

別表第３（第１５条関係） 

返還割合 

事業期間 返還の割合 

事業廃止及び移転の日が、事業を開始した日から起算して１年に満たな

い場合 

全額 

事業廃止及び移転の日が、事業を開始した日から起算して１年以上２年

未満の場合 

３分の２ 

事業廃止及び移転の日が、事業を開始した日から起算して２年以上３年

未満の場合 

３分の１ 

事業廃止及び移転の日が、事業を開始した日から起算して３年以上の場

合 

なし 

備考 算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 



第１号様式（第７条関係） 

 



第２号様式（第７条関係） 

 



 



 



 



 



 



 



第３号様式（第８条関係） 

 



第４号様式（第９条関係） 

 



第５号様式（第９条関係） 

 



第６号様式（第１０条関係） 

 



第７号様式（第１１条関係） 

 



第８号様式（第１２条関係） 

 



第９号様式（第１３条関係） 

 


